
令和 8 年度 那覇市立中学校生成 AI 英会話システム 

導入業務仕様書 

 

１ 件名 

令和 8年度 那覇市立中学校生成 AI英会話システム導入業務 

 

２ 目的 

  本業務は、英語の対話型 AI 学習サービスが提供できるシステムを活用し、生徒の英語

による話す力やコミュニケーション能力の向上を図り、国際性豊かな生徒の育成に資す

ることを目的とする。 

 

３ 対象 

本市立中学校（17 校）の中学１～３年生（約 8,600 人）及び教員（約 80 人）、本市教育

委員会職員（約 5人）を対象とする。 

 

４ 利用イメージ 

対象 内容 

児童生徒 ○学校や家庭で端末を使用し、個々の進度に合わせて効率的かつ

効果的に生成ＡＩとの対話を通じて英語の学習を行うことがで

きる。 

○個々の学習へのモチベーションを上げ、かつ自己分析ができる

仕組みがあり、主体的に学習する習慣が定着する。 

教員 ○生成 AI英会話システムを積極的に活用し、生徒の実態に応じて

学習のサポートを行うことができる。 

○生徒の活用状況把握や指導・評価の質と効率の向上につなげる

ことができる。 

教育委員会 ○蓄積された教育データを利活用し、教育行政の効果的な推進に

生かすことができる。 

 

５ 利用場所 

  本市立中学校 17 校及び各家庭等 

 

６ 履行期間  

契約締結の日から令和９年３月 19日まで 

   

７ 本業務の範囲 



 本業務の範囲は、次のとおりとする。 

（１）本システムの初期構築作業 

① ネットワークや端末設定等の利用環境の整備 

② システムの初期セットアップ 

③ テストの実施及び本市教育委員会職員によるテスト実施への支援 

④ データ移行（データ移行が必要な場合） 

（２） 本システムの提供 

（３） 本システムの運用・保守 

（４） 研修・活用支援 

＊なお、本仕様書に基づく調達の過程で明らかとなる作業及び受注者が提案時に必要と

した作業は、原則、本業務の範囲とする。 

 

８ 成果物 

（１） 成果物は、他に指定のない限り、履行期間終了日までに本市に提出し、確認を受け

ること。 

（２） 成果物としての書類は、任意のサイズで用紙に印刷できる形式とすること。 

（３） 成果物は、電子ファイルで提出することとし、PDF 形式及び Microsoft Office 2010

（Word、Excel 又は PowerPoint）以降の OpenXML 形式とすること。 

（４） 成果物として、次の資料と必要に応じて補足資料を提出すること。 

① 作業計画書・工程表 

＊本資料は、契約締結後、作業着手までに本市に提出し承認を受けること。 

② 操作マニュアル 

＊管理者向け及び利用者向けそれぞれについて、詳細版および簡易版を用意すること。 

＊機能改善等により機能が更新されたときは、必要に応じマニュアルの改訂を行うこと。 

＊テスト開始日までに納品すること。 

③ テスト報告書 

 ＊テスト実施後速やかに本市に報告すること。 

④ 設計書（システムセットアップ内容の記載資料） 

⑤ 研修報告書・資料 

⑥ SLA 遵守状況や障害対応実績、その他一時業務遂行に関する事項について、必要に

応じて本市に報告すること。 

 

９ 費用の考え方 

国の法改正等により、本システムを利用する上で対応すべき機能改修等は、標準仕様とし

て追加経費の請求無く提供すること。 

 



10 基本要件・機能要件 

 AI エージェント機能を有し、別表１「生成 AI英会話システム要件一覧」にて提示する要

件を全て満たすこと。 

なお、本仕様でいう AIとは、学習者のデータを基に、習熟度に応じ最適化された個別指

導を提供するシステムにより、効率的な学習支援を行う技術のことを指す。 

 

11 運用・保守 

11-① 運用・保守体制 

（１） 利用中の運用・保守において発生する障害や問題に対して、責任を持って解決で

きる体制であること。 

（２） 利用者による操作に関する問合せ等に対応する窓口を設け、本市や ICT 支援員担

当事業者とも連携しながら、対応すること。希望する対応時間及び連絡方法につ

いては、次に示す。なお、さらに効果的・効率的な体制が整えられる場合は提案

すること。 

・電話での問合せ：平日の９時００分から午後５時００分まで 

＊那覇市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第７条に定める休日（土日祝日、

年末年始（12月 29日から１月３日まで）、慰霊の日（６月 23 日））は除く。 

＊対応時間外の問合せは、メール等で受け付け、翌営業日にすみやかに対応にあたる

こと。 

・メール、チャットでの問合せ：常時 

（３）運用・保守体制として、通常及び緊急時の連絡先及び連絡方法を提示すること。 

11-② 運用・保守実施内容 

（１） 問合せ対応 

・運用に関する問合せに対して、速やかに回答を行うこと。必要に応じて現地に訪問ま

たはオンライン等で、運用支援を行うこと。 

（２） 障害対応 

・障害等緊急で対応すべき事象が発生した場合は、連絡窓口が一次窓口の役割を担い、

必要に応じて受注者の技術者やその他関係メーカー等と連携し、速やかに対応する

こと。 

・障害等緊急時の対応手順をあらかじめ作成し、提示すること。 

・障害発生の連絡を受けた場合は、その障害原因を特定し、本市へ報告すること。 

・重大障害の際には、対策会議等を開催し、経過等を取りまとめて報告するとともに、

改善策を本市へ提示すること。 

・導入したサービス（システム）において、ウイルスの検出や不正アクセス等の事案が

発生した場合は、本市と協力し、対応及び原因究明を行うこと。 

（３） システム保守 



・受注者は、導入したサービスの正常な動作を確保するための一切の保守業務を実施す

ること。 

・導入したサービス（システム）に関連するソフトウェアにおいて、修正等のモジュー

ルが提供された場合には、モジュールの適用の必要性を判断し、本市へ説明すること。

モジュールの適用は、本市の承認を得た上で実施すること。 

・導入したサービス（システム）で使用するソフトウェアに対するセキュリティーホー

ルが各メーカーより報告された場合は、全体への影響度を考慮に入れ、対策プログラ

ムの適応の必要性を判断し、本市へ報告すること。協議の結果、適応が必要であると

本市が判断した場合は、対策を実施すること。 

 

12 研修・活用支援 

本市と連携し、教員等に向けた研修（オンライン・オンデマンド可）を年１回以上実施す

ること。研修要件については、下表のとおり示す。具体的な内容や日程、方法等については、

本市や学校と調整の上、決定すること。 

【研修要件】 

項目 研修内容 

概要 本システムの概要・背景等について、説明する。 

操作・設定方法 本システムの操作・設定方法について、説明する。 

実践・活用事例 
他自治体あるいは学校現場における本システムの実践・活用事例

について、紹介する。 

運用・保守 本システムの運用保守に関する必要事項等について、説明する。 

なお、研修・活用支援を実施するために必要となるシステム及び端末の設定や講師の派遣、

対象職員数に応じたサポート要員の準備等、研修に必要となる一連の要素は受注者の負担

にて準備すること。 

 

13 その他 

 13-① 機密保護・個人情報保護 

（１） 本業務の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約期間の終了又は解

除後も同様とする。また、成果物（本業務の過程で得られた記録等を含む）を本

市の許可なく第三者に閲覧、複写、貸与または譲渡してはならない。 

（２） 本業務の遂行のために本市が提供した資料やデータ等は、業務以外の目的で使用

しないこと。また、当該資料やデータ等は業務終了までに本市に返却すること。 

（３） 本業務の実施における個人情報等の取扱いについては、個人情報の保護の重要性

を十分認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、必要な措置を講じる

こと。 

（４） 本業務に従事する者に対して、個人情報保護の教育を行うこと。 



 13-② 不適合責任 

（１） 本システム本運用開始後、正当な理由無く、本仕様書で要求した性能水準に達し

ていないことが判明した場合、及び設計ミスによる不良及び不具合が判明した場

合において、本市が改良を請求した時は、本市と協議の上、無償で改良すること。

なお、この場合、不具合の改良のために操作内容を変更しないこと。 

（２） 本システムを運用する上で必要な情報の提供に努め、本市からの障害発生時の情

報開示請求等の問い合わせや助言要求に対して、誠意をもって対応すること。 

（３） 受注者の責めに帰すべき理由により、第三者に損害を与えた場合、受注者がその

損害を賠償すること。 

 13-③ 契約期間終了時のデータの引継ぎ 

契約期間終了時には、蓄積されたデータを本市に無償で引き継ぐこと。データ形式は、

ＣＳＶ形式を基本とする。受注者は、引継ぎの完了を本市が確認した後、すみやかに当該

データの確実な消去を行い、本市に報告すること。その際、事業者に発生する費用につい

ては、本市に別途請求しないこと。 

 13-④ 法令等の遵守 

  個人情報や情報セキュリティ等に関する法令及び条例等を遵守すること。 

 13-⑤ 著作権に関する留意事項 

  第三者が権利を有している画像等を使用する場合は、事前に権利者から二次利用を含

めた使用の許諾を得た上で、必要となる一切の手続き及び使用料の負担等は受注者が行

うこと。 

 13-⑥ 協議 

  本仕様書に定める事項に疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項（仕様変更、

機能追加等）で協議の必要がある場合は、本市と協議を行うこと。 


